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四
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佛

の

愈

^
:

M

題

绡
十
號

i

〇
八

き
や
"
之
が
!«
1
題
で
あ
る
。
荇
し
小
廣
代
便
の
み
を
制 

限
す
る
X
す
れ
ば
小
資
商
人
の
利
益
を
害
す
る
恐
が
あ 

る.

^
1
隹
资
代
«

を
も
^
め
る
ビ
す
れ
ば
小
資
ビ
卸 

賣
$
の
間
に
於
け
る
代
惯
の
差
额(

即
ち
小
资
商
人
の 

受
く
べ
き
利
益
を
幾
何
ビ
す
べ
き
や
。
抑
々
勘
る
決
定 

を
な
す
こ
と
が
可
能
な
る
や
否
や
。
又
假
令
是
等
の
^
 

題
を
巧
み
に
解
決
し
得
て
能
く
代
©
制
定
を
行
ひ
得
た 

b
ど
す
る
も
、
各
地
方
を
れ
ぐ
髒
給
の
狀
態
を
興
に 

し
て
®
る
か
&
し
て
其
の
刺
宠
せ
ふ
る
、
代
價
は
全
國 

を
通
じ
て
均一

に
し
て
而
も
公
^
を
失
は
ざ
る
こ
ビ
は 

到
成
期
待
す
る
こ
ビ
は
出
來
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
考
へ
來 

れ
ば
代
偕
制
足
の
實
行
の
前
に
は
幾
多
の
困
難
が
橫
は 

つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
次
第
で
、I

只
^
禁
止
に
對
し
て
は
左
程 

に
反
對
は
な
い
が
、
代
偕
制
定
の
範
圆
を
糲
張
す
る
の 

利

はj

般
の
氣
受
け
甚
た
ょ
ろ
し
く
な
い
。
故
に
是
等 

の
諸
粱
が
來
し
て
悉
く
上
院
を
通
過
し
て
法
#

ど
な
る 

や
？?
や
は
疑
は
し
い
の
で
あ
る
。

以
上
芄
節
.に
亘
つ
て
述
べ
た
る
所
を
通
じ
て
考
ふ
る 

に
、
佛
國
の
食
料
問
題
は
獨
逸
の
そ
れ
の
如
く
に
重
大 

な
る
も
の
で
は
な
い
。
獨
逸
の
食
料
問
題
が
如
何
に
し 

て
食
料
を
不
足
な
.が
ら
し
む
ベ
き
か
ビ
い
ふ
分
贽
の
問 

題
で
あ
る
の
と
は
異
な
つ
て
佛
國
の
そ
れ
は
如
何
に
し 

て
食
料
品
を
安
惯
に
供
給
す
べ
き
か
と
い
ふ
物
愤
冏
® 

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
結
染
と
し
て
佛
國
政
府
の 

採
つ
た
食
料
2IU
政
策
は
獅
逸
の
そ
れ
の
免
C
に
周
到
果 

敢
な
も
の
で
は
な
く
、
食
料
品
の
消
费
分
赀
を
一=

に 

つ
き
幾
何
ビ
限
定
す
る
な
ど
の
策
は
鄱
て
行
は
れ
乂
居 

な
い
、
^
石
^
の
消
&
*
を
限
定
せ
ん
と
す
る
の
案
が 

I
時
提
唱
せ
ら
れ
て
立
消
と
な
つ
た
こ
ビ
が
あ
る
に
過 

ぎ
な
い
冇
欉
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
は
佛
國
政
府
の
施
：
 

設
が
獨
逸
政
府
の
そ
れ
に
比
し
て
劣
つ
て
居
るV

J

い
ふ 

こ
と
を
示
す
の
で
あ
ら
ぅ
か
。
予
は
敢
て
沍
ビ
答
べ
る 

蓋
し
®
し
も
政
策
の
行
は
る
、
方
向
並
に
そ
の
程
度
が 

必
獎
ビ
い
ふ
も
の
、.
程
度
に
從
つ
て
定
ま
る
も
の.
な
KV

I
卜

I
i

i

n

V
J

せ
ば
、
佛
國
の
食
料
品
政
策
が
吾
人
の
目
を
鋳
て
し 

む
る
も
の
少
な
き
こV

J

は
即
ち
經
濟
狀
態
が
未
だ
之
を 

必
要V

J

す
る
程
の
窮
狀
に
陷
つ
て
居
ら
な
い
ヾ
し
い
ふ
こ 

W

を
表
示
し
て
届
る
も
の
i
見
て
差
支
な
い
か
ら
で
あ 

る
。(

完)  

：

木
論
か
萆
す
る
に
當
つ
て
邀
考
し
|:
主
耍
な
る
货
料
は
次
の
如
し
。
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贼
ゼ
れ
る
雜
報
及
び
時
局
日
就
、『

經
濟
資
&
 (

酌
滿
洲
鐵
道
株
玫
會 

社
.發
行〕

笫
ー
怨
笫
四
概
所
蹒
_

「

佛
國
石
嵌
問
題」

等
。(

五
、.八
、廿
八》

雜

十

卷(

ー
四
四
ー)

雜

錄

國

H

i

.
'

國

際

漁

業

警

察
.

(

卞

)

\

英
米
間
に
起
れ
る
漁
業
讲
«

は

I

七
八
三
.年
九
パ
三 

一
！！1
の
平
沿
條
約
條
項
の
#|
釋
を
異
に
せ
る
に
起
因
す
。
 

词
條
約
第
三
-«
は

「

合
衆
國
人
民
は
グ
ラ
ン
ド
バ
ン
ク 

其
の
他
の
凡
て
の
砂
洲
に
於
て
谷
種.
の
勉
類
«1
獲
の
權 

|

を
保
®

し.
て
®

害
せ
ら
れ
る
、
事
な
か
る
べ
し
。
セ
ン 

ト
ロ
ーX

ン
ス
»
に
於
て
雨
國
の
住
民
が
漁
獵
に
從
事 

し
た
る
海
洋
に
於
て
、も
亦
同
じ
。
合
衆
國
市
民
は
ニ
ユ 

1

1

フ
ァ
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
沿
岸
に
於
て
英
國
»
失
ど
闾
等 

に
、
|0
し
乾
燥
及
び
製
造
を
除
き
#
柯
の
傲
類
漁
獲
の 

自
曲
を
有
す
。
興
の
他
の
英
領
®

米

刹

加

沿

岸'®
海
砂 

洲
に
於
て
英
國
激
夫
は
人
家
な
き
港
海
、
ノ
バ
ス
コ
レ 

ヤ
の
河
川
、
マ'グ
ダ
レ
ナ
島
、
ラ
プ
ラ

ド
ー
ル
の
河
川 

に
&

々
：魚

類

を

乾
»

し
及
び
裂
造
す
る
の
自
11
1

を
有
す

第

十

號

一

〇
九



第

十

怨(

一
四
四
5

雜

錄
國
際
漁
業
瞥
察

第
十
號.

0

但
し
人
家
の
設
け
ら
る
、̂

共
に
か
、
る
地
方
に
於
て 

魚
類
乾
燥
莕
く
は
製
造
を
只
て
不
法
ど
見
倣
す
べ
し
。
 

前
以
て
住
民
、
所
^

*

の
承.
認
あ
り
た
る
場
合
は
.此
の 

限
り
に
あ
ら
ず」

と
規
定
す
。
此
の
協
約
條
項
は
一
八 

一. 
一I

年
英
米
戦
報
に
至
る

迄
何
等
の
間
題
も
な
く
極
め 

て
圆
滿
に
執
行
せ
ら
れ
た
る
も
此
の
戰
带
ビ
北(

に
兩
國 

阳
の
浓
業
的
&

な
る
も
の
始
め
て
生
す
る
に
至
れ
り
。
 

焚
政
府
の
主
張
に
日
く
、
戰
#

は
通
商
條
約
を
廢
棄
す
、
 

而
し
て
一.
七
八
三
年
の
漁
業
條
約
は
一
の
通
商
條
約
に 

過
ぎ
すV

。

然
る
に
米
國
政
府
は
之
に
抗
辨
し
て
3

く 

一
七
八
三
年
の
條
約
は
兩
國
|!
1
]

の
：伞
和
條
約
に
し
て
漁 

業
に
關
す
る
條
埙
は
帝
國
の
權
利
分
制
の
性
®
を
帶
ぶ 

る
を
以
て
兩
國
の
國
境
を
宛
め
た
る
が
如.
く
、
戦

-#
の 

殼
德
を
受
く
る
も
の
に
あ
ら
す
。
ど
然
-̂
'
こ-

j 

n̂v 

j

四 

?

ン
ト
條
約
締
結
の
際
米
國
.の
生
張
は
英
國
の
認
容 

す

る

所

と

な

ら

ず

以

之
一

八

r

八
年
漁
業
國
：媳
奴
隸
返 

還

洲

^

に

關

し

意

見

の

交

換
を
針
り
併
せ
て
協
約
締
結 

の
！
n
l
'-

w

を
'a

て一

一
 

國

代

表

漭

偷

敦

に

會

議

し

同

年

十

月

.

ニ

十

日

兩

國

意

思
0

1

致
を
見
る
，に
至
れ
り
。
此

の

名 

約
に
ょ
り
、
合
衆
國
市
K

は
英
國
K1

民V
J

共
に
'n

ユ
I
 

‘ 

フ
ァ
ク
ン
ド
ラ
ン
ド
の
南
岸
に
於
て
谷
純
の
^

類
®

獲 

の
自
11
1

を
永
久
に
W

す
る
事
を
認
め
合
衆
副
漁
夫
は
チ 

ユ
I

フ
ァ
クV

ド
ラ

y

ド
の
南
岸
に
於
け
る
無
\
の
艰 

,

ivn
w

に

於

て

好«^
乾

燦

製

造

の

自

出

を

永

久

に

保

布
 

し
合
衆
國
は
合
衆
國
猶
民
が
叙
上
の
沿
庳
沸
»
河
川
の 

!1
1

海
里
以
内
に
於
て
傲
類
漁
獲
乾
燥
製
造
を
な
し
得
る 

の
要
求
を
放
粢
せ
り
。
不
幸
に
し
て
.此
の
協
約
は
兩
國 

泔
の
浓
業
|/
|
]
1

を
»

決
せ
ざ
5

し
の
み
な
ら
ず
^

3

を 

益
I

紛
糾
せ
し
め
た
る
慽
ぁ
6

0

乃
ち
協
約
第
一
條
の 

解
釋
は.
英

米

間

に

於

て

大

差

異

を

生

じ

合

衆

®!
は

负

領
 

漁

獲

，
の

自

_

な
る
語
は
英
、
加
祭
太
、

二
ユ
ー
フ
ァ
ク 

ン
ド
ラ
ン
ド
.の
法
律
の
拘
來
を
受
く
ベ
き
性
質
の
も
の 

に
ぁ
ら
ず
。
而
し
て
其
の
法
律
命
令
條
例
等
は
勿
諭
?1 

^

時
間
f]

數
»
»
漁
獵
方
法
使
用
の
激
具
等
に
關
す
る 

は
言
を
俟
た
す
。
Ji

つ
合
衆
國
市
民
が
與
へ
ら
れ
た
る 

漁
'®

の
自
由
を
執
行
す
.る

に

當

ぅ

合

衆

國

0
承

認

なく

好

I

I
!

は

s;':

p

I

し
て
燈
蘂
料
入
沸
桃
其
の
他
の
諸
栊
を
課
す
る
を
得
ず 

沿
岸
港
灣
河
川
ょ
上
ニ
海
]1
1

は
沿
岸
の
屈
曲
に
從
ひ
干 

潮
時
の
汀
線
ょ
り
計
り
れ
る
も
の
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
す 

ビ
主
張
せ
り
。
而
し
て
米
國
&

夫

の

'
主

張

し

且

つ

實

行
 

せ
る
所
な
り
き
。
英
國
政
府
は
之
に
反
し
r—.

八
一
八
年 

の

條

約

は

漁

獵

の

自

甶

を

承

|
|

し
た
る
も
の
に
し
て
貿 

爲
の
-«

は
我
へ
居
ら
す
。
故
に
商
業
上
の
特
權
執
行
の 

茴
出
は
«

約
の
糈
神.
ヒ
俾
は
ざ
る
も
の
な
^
>
0

而
し
て 

商
業
上
の
特
雛
を
以
て
權
利
ビ
見
倣
し
得
る
國
際
法
の 

精
神
を
何
所
に
も
發
見
し
能
は
ず
。
尙
ほ
海
ど
獬
す
る 

k

其
の
灣
ロ
の
廣
狹
に
關
せ
中
大
部
分
睦
地
を
以
て
圆 

縫
せ
ら
れ
た
る
海
水
な
云
ふ
三
個
の
理
出
を
以
て 

し
て
米
國
の
主
張
を
^

け
た
b

o

か
く
し
て
ニ
國
は
單 

に
自
己
の
主
張
を
抂
げ
ざ
り
し
の
み
な
ら
少
之
を
實
幣 

に
實
行
し
た
る
を
以
て
米
國
»
船
の
屢
拿
捕
せ
ら
れ
て 

ユ
ユ
ー
フ
ァ
ク
ン
ド
ラ
ン
ド
及
び
加
杂
太
政
府
の
沒
收 

す
る
所V

J

な
り
し
も
の
尠
か
ら
中o

此
の
問
題
は
爾
後. 

益
々
®
犬
な
る
性
質
を
帶
び
來
6

國
交
斷
絕
の
處
ぁ
り 

館

十

猞

(

一0
M

3

W

雜 

' 

錄
國
際
議
替
察

れ
れ
ど
幸
に
し
て
此
問
題
は‘V

九
i

〇
年
海
牙
に
於
て 

開
催
せ
.る
北
太
西
洋
沿
岸
漁
業
仲
裁
會
讅
に
提
起
せ
ら 

れ
て
事
な
き
を
得
た
り
。
此
の
伸
裁
會
_
代
於
て
合
衆 

國
は
主
張
し
て
日
く「

撒
業
條
例
を
作
成
し
之
を
靡
行 

す
る
に
該
り
谈
カ
す
る
の
件
は
合
衆
國
激
民
の
激
業
樅 

\

を
安
固
な
ら
し
む
る
it
i

の
方
法
な
办
。
而
し
て
か
、

\

る
權
利
は
條
約
に
ょ
り
て
漁
業
の
自
II
I

權
を
與
ふ
る
に 

.
1

當
り
同
時
に
認
め
ら
れ
た
る

も
の
ど
解
す
る

を
至
當

i

 

す

。

」

ビ
。
然

る

に

伸

裁

會

議

は

此

の

主

張

に

對

し

三

，の 

\

现
11-
1

の
下
に
之
を
拒
絕
せ
り
。

\  

i

，
法
理
上
合
衆
國
0

虫
張
は
英
國
の
獨
立
權
の1 

一

部

を

放

棄
®

求
を
意
味
す
。

1

ニ
、
條
約
は
漁
業
の
對
等
權
を
與
へ
居
ら
ず
。
喺
だ 

協
同
し
て
■
獲
す
る
の
s

ri
l
を
認
め
し
に
止
ま
る 

1

ニ
、
漁
業
规
則
制
定
に
關
し
凡
て
合
衆
國
の
同
意
を 

耍
す
る
場
合
に
は
米
國
人
化
對
し
不
利
益
な
る
點 

•

,

は
悉
ぐ
棄
到
せ
ら
れ
其
の
結
*
紀
雜
な
き
泥
亂
の 

. .
狀
態
に
導
く
も
の
な
b

。_

#
十
规
一
一
一



第

十

卷
(
I

四
四
四

)

雜

錄

國

際

漁

業

替

察

锘
十
號

ニ
ニ

之

れ

仲

裁

會

議

に

於

け

る

制

決

^
-
に

見

へ

た

る

も

の 

It
し
て
英
米
兩
國
間
に
一
世
紀
間
に
亘
ぅ
て
解
け
ざ
り 

,

し
難
間
を
解
決
せ
し
も
の
な
り
。
斯
く
し
て
北
太
西
洋 

沿

岸

^

粢

に

關

す

る

協

g
w

理
な
る
も
の
米
國
の
主
張 

に
不
拘
遂
に
實
现
せ
ら
れ
す
し
て
止
み
ぬ
。

北
太
平
洋
'

.

歐
洲
及
び
北
太
西
洋
に
於
け
る
沲
業
條
例
に
關
し
大 

略
を
硏
究
し
た
る
を
以
て
®
後
に
罟
人
は
北
太
平
洋
海 

.獸
獵
f/
y

M
に
注
意
を
向
け
んV」

欲
す
。
'

.

北
太
^

洋
に
於
て
產
す
る
海
獸
皮
は
世
界
！i
耍
の
大 

部
を
充
す
も
の
に
し
て
數
國
の
漁
夫
年
々
北
太
艰
洋
に 

到
り
捕
獲
す
る
海
獸
數
は
實
に
夥
し
C

若
し
之
が
無
制 

限
に
補
猻
を
許
容
せ
ら
る
V

場
合
に
は
或
は
海
獸
の
絕
‘
 

滅
を
M

る
に
至
ら
ん
ど
す
る
の
勢
あ
り
し
か
ば
合
衆
國 

は

一

八
八
七
年
獵
虎
國
際
保
■

案
を
*

ヽ
端
典
、
諾
威 

露
、
n

、
英
諸
國
に
提
出
せ
り
。
ニ
九 

一

J

年
此
の
案 

0

熟
す
る
に
先
ち
英
米
、
英
露
間
に】

時
的
の
文
書
數 

次
交
換
せ
ら
れ
一
八
九」

年
六
月
十
丑
日
英
米
間
に
一

の
假
條
約
締
結
成
て

英

國

政

府

は

一

八

六

七

年

米

■« 

問
に
結
ば
れ
れ
る
協
約
に
ょ
り
て
設
け
ら
れ
た
る
璩
界 

線
の
束
方
に
方
る
ベ
，r

リ
ン
；ク
海
に
於
て
發.
年
五
：1^
(: 

至
.る
迄
英
國
l-
v
i
民
を
じ
て
海
獸
拙
狻
を
禁
じ
間
時
に
英 

國
K

段
及
び
英
國
«

船
を
し
て
此
の
禁
止
條
顼
を
働
«
 

せ
し
む
る
を
約
せ.
6
0.
.
.
合

衆

國

政

府

亦

阏

一
の
決
意
を 

表
示
せ
6

。
而

し

て

協

約

條

羽

を

嫌

行

す

る

の

ロ

的

を 

以
て
ニ
國
箪
艦
を
以
て
紐
織
せ
る
派

&

M

M

隊
を
紐
織 

f

r

合
衆
國
領
海
以
外
の
ベ
ー
ジ
ン
ダ
海
に
於
け
る 

此
の
禁
止
條
項
に
違
ix

:
し
た
る
船
舶
及
び
漁
说
は
ク
マ
を 

翁
捕
し
抑
留
し
被
街
の
本
國
に
送
附
し
裁
制
に
附
し
て 

處_

を
加
へ
ら
る
、
此
の
假
條
約
の
締
結
を
見
るV

J

間 

時
に
合
衆
國
派
軍
大•£

£

は
®

艦
セ
タ
ス
を
パ
ポ
ッ
プ
に 

急
派
し
大
統
領
の
宣
言
を
«1

庞
船
に
傅
へ
し
め
た
り
。

又
軍
艦
モ
ヒ
を
ブ
ジ
ビ
ロ
フ
热
セ
ン
ト
。ホ
I

ル
、
セ
ン 

ト
ジ
ヨ
ー
ジ
附
近
.に
派
造
し
て
米
國
及
び
英
國
人
民
及 

び
船
«

に
同
樣
の
意
张
を
通
達
せ
し
む
。
之
ど
共
に
此 

の
宣
言
‘
に
違
反
し
れ
，る
英
米
人
及
び
船
舶
を
拿
揄
し
贽

f;
H
I
fl
が;i：
卜
f V

卜；

I

膝^ ^ ^

近
の
便
s

な
る
自
國
港
®
に
送
致
す
る
に
兄
る
艦
隊
派 

逍
の
¥

を
も
通
勢
し
め
れ
ヶ
。
英
國
政
府
も
亦
叙
上
の 

禁
止
區
域
內
に
一
一
隻
の
軍
艦
を
派
し
で
同
樣
の

.

意
味
，を 

獵
虎
船
に
通
達
し
違
反
者
を
逮
捕
し
英
米
船
舶
の
漁
獵 

器
槭
を
沒
收
せ
し
め
た.
ぅ
。
其
-0

翌
年
兩
國
政
府
は
一 

八
九
--

一
 

年
三
H

十
八
H

の
ベ
ー
リ
ン
グ
海
に
關
す
る
®
 

條
約
存
績
の
件
を
承
認
せ
り
。
‘.

‘

獵
虎
歡
保
存
に
關
し
べ
ー
リ
ン.
ダ.
海
に
.於
て
合
衆
國 

の
管
轄
搬
及
び
兩
國
K

民
の
獵
席
獸
揃
獲
の
權
に
關
し 

英
米
間
に
爭
爾
生
b

爲
め
に
雨
國
の
感
情
を
害
す
る
事 

*
し
く
遂
に
ニ
國
政
府
はf

八
九j

1

年
ニ.
月

一1

十
九
日 

ソ
シ
ン
ト
ン
府
に
於
て
締
結
せ
る
協
約
に
ょ
り
漸
く
意 

思

疎
通
を
計
る
を
得
た
'6

。へ
兩
國
は
以
上
の
^

M

を
中 

裁
々
判
に
.附
す
る
を
间
意
し
該
仲
裁
々
判
は
兩
目
^

一一
 

名
を
指
命
し
佛
、
伊
、
端
、
諾

各

一
名
を
選
出
し
都
合 

七
名
を
以
て
齟
織
せ
ら
る
曾
議
は
巴
単
に
於
て
しj

八. 

九
三
年
八
月
十
四
ロ
判
決
ゎ
り
。
' 

判
決
文
第
一
喟
に
ょ. 

れ
ば
兩
國
政
^

は
其
の
贸
民
が
ブ
リ
•ヒ;

ロ
フ
岛
六
十
®

•
第

十

饴

(

一
四
四
$

雜

錄

g

際
I

置

.

周
圆
の
一
帶
に
に
：於
て
猶
虎
戰
を
抓
獲
す
る
を
禁
す
る 

.を.要
し
其
の
他
の
.公
海
に
於
て
一

一，國
政
府
ば
毎
年
五
月 

l.m

ょ
り
七
月
三
十
 

一e

に
至
る
間
海
獸
の
捕
猇
を
禁 

ず

る

を

要

す

。
其

の

他

の

時

期

：に
於
て
海
獸
の
捕
獲
は

'
 

一
免
許
を
受
け
た.
る.
帆
船
に
之
を
許
可
す
。
綱
、
火
器
爆 

\

發
物
の
使
用
を
禁
じ
尙
■ほ
柿
獲
武
器
を
巧
に
.使
用
し
得 
j

る
漁
夬
の
技
術
に
關
し
各
國
政
府
一

の
规
定
を
設
く
る 

必
要
あ
る
を
勸
誘
せ
り
。
仲
裁
々
判
は
協
同
取
締
の
必 

要
をS

め
之
を
励
行
す
る
の
方
策
を
立
つ
る
の
要
あ
る 

事
を
表
示
せ
り
。
さ
れ
ど
か
、

る'
取
締
條
例
は
五
年
#
 

に
訂
疋
せ
ら
る
べ
き
も
の
た.
h

ビ
す
。
而
し
て
此
の
判 

決
は
ニ
國
政
府
の
海
筚
に
ょ
り
て
»

行
せ
ら
る
。
之
れ. 

北
太
；伞
洋
に
於
け
る
國
際
馨
察
a

織
上
に
め
け
る
最
も 

一
著
明
な
る
一
例
な.
^
ヒ
す
0

英
米
間
に
於
て
假
條
約
締
結
i
殆
ん
ど
同
時
に
英
露 

間
に
於
て
も
職
虎
漁
業
及
び
獵
1®
®
#
®

0

S
 
f
i 

せ
ら
れ
た
り
。
跳
國
政
府
は
北.
：太
卒
洋
に
於
け
る
獵
虎
：
 

獵
業.
保
誠.
の
爲
め
にj

A
九
.三
年
，一
グ
牟
叫
一 

'の
丰
段
，

-

‘绡
十
铖.

一
1
H



筋

十

饴
(
一

四
四
六)

雑

錄

國

際

繼

雪

四

を-
採

る

事

を

提

谈

せ

り

.。
英

國

政

府

は

之

に

對

へ

て

其 

，の
R

民
が
ベ
ー
?
ン
グ
海
に
於
け
.る
露
國
沿
岸

十

海
里 

の
範
&
內
に
於
て
一
八
九
三
年
十
一
ー
月
三
十
一
.
日
に
至 

'

る〗

年
關
英
國
ほ
民
の
獵
虎
補
獲
を
禁
ず
る
勒
を
以
で 

せ
り
。

つ
兩
國
問
に
協
約
成
立
i

共
に
之
が
働
行
の 

自
的
を
以
て
必
翌
な
る
巡
洋
艦
派
遺
の

事
を
も
提
言
せ 

り
。
禁
止
區
域
內
に
於
て
英
船
が
海
歡
補
獲
，に
從
事
せ 

る
場
合
に
は
英
露
巡
洋
艦
は
之
を
翁
柿
し
露
圃
巡
洋
艦 

の
場
合
は
被
吿
船.
を
横
溶
若
く
は
或
4

英
國
娥
»
に
在 

る
贺
M

5

艦
司
命
宵
に
引
渡
し
且
つ
英
政
府
は
»
«:
■
t

ヵ

コ

ン
マ
シ
ド
口
ス
キ

1

ト

レ

ニ

ユ.

1

島
附
近
に
於
て

■一
 

八
九
三
年
に
三
萬
頭
以
上
の
撒
虎
を
祯
獲
せ
ざ
る
ベ 

•
き
を
要
求
せ
レ
。
露
國
通
牒
は
ニ
點
の
保
切
を
除
き
て 

は

全

邡

英

國

の

提

案

に

赞

同

の

.意

を

表

し

た

り

。

J
、

沿
川
國
ば
普
通
領
海
と
稱
せ.
ら
る
、

區
域
以
外
、一
其
の 

領
土
權
を
擗
張
す
る
を
欲
せ
中
。.1

?

海
獸
保
護
に
'當 

6

:1
1(

の
保
識
の
方
法
に
關
し
て
は
宪
全
ば
る
自
曲
を
被, 

钮
す
。
非
の
方
法
た
る
や
禁
业_
區
域
を
設.
け
又
は
：濫
鎞

を
禁
止
し
苦
く
は
公
海
に
於
て
之
•を
取
締
る
の

方
法
を 

意
味
せ
り
。
此
の
規
定
は
英
國
樞
密
院
令
を
以
て
，一
\
 

九 
一J

年
七
H

四
日
ょ
り
同
九
四
年
' 

一
 

'月
.一
日
に
至
る
期 

間
實
施
せ
ら
る
、
事
と
な
せ
り
。
其
の
後
露
國
政
府
の 

喪
求
に
ょ
り
此.
の
期
問
延
長
せ
ら
れ
た
り
。

，

.'

合
衆
國
政
府
は
一
八
九
五
年
九
月
十
H
w

cx
m

^
l 

混
合
取
締
案
を
提
出
し.
英
露

卩
米
の
委
員
を
以
て
組
織 

せ
る
一
の
調
査
會
を
設
け
海
獸
.濫
獲
の
結
艰
を
調
赍
し 

海
歡
絕
滅
を
防
ぎ
.獵

虎

皮

の

供

給

を

永

續

せ
し
む
る
の 

E
I

的
を
以
_て
捕
_
取
締
じ
必
要
な
る
手
段
を
_
#
ん
事 

を
提
言
せ
り
。

1

八
九
七
年
十

月
英
米
及
び
加
奈
.太
の
委
員
相
議
し 

た
る
が
露
代
«
員
の
之
に
加
は
る
事
に
關
し
英
國
不
阆 

意
を
表
し
單
に
願
問
の
資
格
.を
以
て
列
席
す
る
に
至
る 

此
の
會
議
は
其
の
調
杳
：
の

結

搌

を

同

年

ヤ

一

月

十

ヒ
.日 

に
報
倭
せ
り
。

.

,
從
來
採
用
せ
る
取
織
條
例
fs
る
：も
の

ば一

般
に4

時 

的
に
し
て
年
.々

之

を

延

期

教

<
«•
改
訂
せ
ら
る
\
の
ゝ

狀
態
に
ft
:

り
し
か
ば
永

久

的
性
質
の
一
般
條
例
を
設
く

 

る
の
必
要
は
關
係
諸
國
の
何
れ
も
認
め
つ
N

c?
>
り
し
听 

f

さ

o 

■
し
て
英

米
*
三
國
間
に
協
定
せ
ら
れ
た
る 

も
の
は
將
來
永

久

的

比

較

的完
全
な
る
漁
獵
行
政
に
導 

く
豫
備
牢
段
た
o

し
な
り
。

1

九

一

一
年
七
月
七
H

ソ
シ
シ
ト
ン
に
^

て
：！：

英
f
 

露
四
國
間
に
締
結
せ
ら
れ
た
る
北
太
难
洋
に
於
け
る
獵 

■
虎
獸
保
#

及
び
保
議
に
關
す
る
.協
定
は
關
係
各
國
の
希 

0

•を
充
せ
る
も
の
ビ
言
ひ
て
可
な
る
ベ
し
。
.ガ
褪
國
ょ 

31
の
第一

條
に
ょ.
り
北
綺
三
十
度
以
北
の
北
±
平
洋
に

し
て
ベ

I

ソ
ン
グ
、
勿

ム
チ
ヤ
ツ
カ
も
オ
コ

1

ツ
ク

b

B

木
海
等
を
包
姑
す
る一

帶
に
於
て
獵
虎
濫
獵
を
禁
止 

す
る
を
互
に
誓
へ
b

o

領
海
以
外
に
於
て
發
見
せ
ら
れ 

た
る
違
反
渚
は
締
盟
國
の
何
れ.
の
®
艦
若
く
は
特
務
官 

班
の
爲
め
傘
椾
せ
ら
る
ベ
し
。
但
し
之
等
官
班
の
赞
理 

権
は
逾
反
漭
の
本
國
の
最
近
の
領
土
に
交
附
す
る
i

dh

ハ
 

に
終
了
を
吿
ぐ
る
も
，の
ど
し
濫
獷
に
從
事
せ
る
船
舶
及 

び
乘
組
員
は
締
盟
國
の
港
海
に
入
る
を
得
ず
。
不
1E

の 

笫
十
卷
：(

一
四.
四
七)

•

雜
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際
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特
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.

行
爲
に
よ
り
て
得
た
る
獸
皮
が
JI
:

ハ
の.
米.
露
日
の
領
海
の
：
 

81
類
に
屬
す
る
^ ,
1 !
め
た
る
場
合
に
於
て
之
を
締
盟
«
 

の
領
土
内
に
持
參
ら
し
^

る
を
禁
t'

。
海
岸
よ
り
三
¥
 

s

里

の

領

海

以

外

に

於

•て
は
各
締
脱
國
は
自
ら
適
當
の
肷 

締
を
な
す
の
自
由
を
有
す
。
締
盟
國
は
m

約
働
行
に
必 

一.
要
な
る
法
#

を
制
定
執
行
す
る.
を
約
し
。
H

•
米
*

は
®
 

\

約
#
項
御
れ
の
爲
め
獵
虎
戳
の
往
來
す
る
海
^
に
巡
羅 

一
船
を
派
遺
す
る
を
承
諾
せ
り
。

| 

,

此
の
德
約
中
最
も
趣
味(

を
感
ず
る
事
深
き
點
は
第
十 

|

條
よ
り
十
四
條
に
表
は
れ
た
る
諸
點
に
し
て
合
衆
國
は 

プ
リ
ピ
ロ
フ
，其
の
他
の
島
嶼
沿
岸
に
於
け
る
合
衆
國
管 

轄
以
內
に
於
て
捕
獲
せ
る
海
獸
全
數
の
一
割
五
分
を
グ 

ジ
ビ
ロ.

フ
岛
在
住
加
奈
太
官
憲
に
交
附
し
他
の
.一
割
五 

Z

分
は
每
年
々
末
に
於
て
H

本
政
府
の
代
理
者
に
交
附
す
。
 

又1
I

十
萬
卵
を
®

約
條
項
に
よ
り
B

英
が
領
布
し
#
ベ 

き
獸
皮
代
ビ
し
て
雨
國.
に
：交
附
す
。
雨
國
の
領
分
は
毎 

年
千
枚
を
下
ざ
る
も
の
ど
豫
S

せ
ら
る
。
而
し
て
^

^
 

國
は
自
己
の
'
管

鞲

以

，内

.に

於

て

は
描

.獸

を

敗
«

る

の
全

.
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十
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錄

交
戦
阑
赏
幣
低
落
と
其
防
锻

.

權
を
保
留
せ
り
。
土
人
使
用
を
除
き
捕
猻
を
全
部
禁
止 

の
場
合
は
合
衆
國
漱
府
は
ニ
國

政

府
に
對
し
厳
禁
の
年. 

內
に
限
りI

年
十
莴
弗
を
交
附
す
。
露

國

は
コ
ン
マ
ン 

ド
；：；

ス

キ

ー

岛

又

.は

其

の

他

の

露

管

轄

內

に

於

け

る

捕 

獲
各一

割
五
■
分
を
W

本
及
び
加
奈
太
政
府
に
交
附
し
必
一 

.

要
と
認
む
る
場
合
は
五
ケ
年
間
中
止
の
權
を
保
留
す
。

•
 

但
し
露

國

は
十
年
間
侮
年.
露
國
管
轄
內
に
於
：て
北
太
平 

洋
に
於
け
る
捕
猫
數
の
五
分
以
上
を
捕
獲
す
' 
べ
き
も

の

\ 

ビ
宠
む
。
但
し
補
獲
•
數

j

蔣
八
千
頭
に
下
る
場
合
に
は 

H

加
兩
政
府
に
交
附
す
べ
き
獸
皮
は
之
を
保
留
す
る
も 

差
支
へ
な
し
。H

I

本
政
府
は
P

1

ビ
ン
岛
及
び
其
の
他 

の
管
糊
區
域
內
に
於
て
得
た
る
總
數
の
各T

削
を
米
加 

露
政
府
に
交
»
す
る
を
約
し
尙
ほ
捕
猫
交
附
を
平
止
す 

る
の
權
を
保
贺
せ
り
。
英
國
政
府
も
亦
其
の
管
轄
龆
域
一 

內
に
於
て
#
た
る
總
數
の
一
割
を

M

米
露
に
交
附
す
る 

を
約
す
。
此
の
協
約
は
一
九 

一j

年

士

一

月

十

五

！

H

よ 

り
實
施
せ
ら
れ
十
五
ケ
年
問
の
有
效
期
限
を
^

す
。
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璐
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一

六

交

戰

國

貴

帶

低

落

と

其

防

策
H
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三

^

嘉

+

郞

M

次 

第
一
.
戦
亂
と
交
戦M

爲
替
相
場
の
變
調 

第
二
，
英
貨
の
低
游
と
其
防
止
策 

.

1

戦
齓
と
英
貨
相
#
の
低
雒

ニ
英
米
爲
罾
砠
揚
の
低
落
と
邡
防
业
策
■

婼
三
怫
蘭
西
及
露
國
貨
幣
低
落
と
典
防
止
锻 

1

佛
湖
西 

!
1

露
國

■第

四

|
|

及̂
_

^
國
货
辦
低
落
と
其
胁
止
策
ハ
双
下
來
號) 

第
五
戦
時
爲
替
調
節
策

.
‘

第
四
獨
逸
及
填
匈
國
貨
幣
相
場
低
落

と

其

防

：止

策
.

獨
逸
は
近
年
銳
意
海
陸
の
«

«
を
整
ふ
る
^
典
に
往 

年
モ
ロ
ッ.
ロ
問
®
に.
關
聯
し
て
.金
融
上
の
事
由
ょ
り 

國 

怫
腹
西
に
惜
伏
せ
ざ
る
'ベ
か
ら
ざ
る
胡
0
に
陷
b
し
以 

M

來

、
深
く
自
國
金
融
組

織

に缺
陷

の

存す
る
.を感

得

し 

爾

來

孜

々

どし
て
#

融

上
0

對
戰
準
備
に
努
め
つ
、
ぁ 

り
。
就
小
一
國
信
用
の.
基
礎
は
中
央
銀
行
の
金
準
備
に 

‘
花
り
、

y
j

な
し
、
之
が
充
實
に
專
ら
窓
を
用
ゐ
小
额
而
紙 

幣
の
發
行
、.
政
府
紙
幣
發
行
高
の
引
上
げ
、
ス
パ
ン
、ダ 

，ソ
塔
下
戰
時
基
汆
の
堦
額
、
帝
國
鈒
行
紙
幣
に
法
貨
の 

.資
格
を
刚
與
す
る
等
萵
般
の
施
設
す
ベ
て
ホ
央
銀
行
の 

命
準
備
增
加
を
關
る
を
中
心
ど
し
て
行
は
れ
た
る
を
見 

る
。
加
之
帝
國
鈒
行
亦
穑
極
的
に
種
々
の
手
段
を
講
じ 

て
"
國
の
內
外
ょ
り
金
吸
收
を
I I
り
た
る
は
一
般
周
知 

の
事
實
た
b

o

さ
れ
ば
一
昨
年
大
亂
勃
發
し
て
帝
國
銀 

行
兌
扳
を
停
止
し
、
其
他
金
融
上
の
.動
員
全
く
成
り
し 

際
に
於
け
る
帝
國
銀
行
の
正
貨
準
備
は
、
常
時
ニ
億
五 

W

离
埸
克
に
達
せ
し
職
時
基
金
を
も
加
へ
て
十
四
億
七 

千
七
西
踮
坭
克
に
上
り
、
紙
幣
發
行
高
は
1
擧1

―̂
'
十

億
 

を
®

加
し
てI

一
一
十
九
億
^

克

を

算し
た
る
も
®

ほ
樵
1
 

率

四

削

I

分
を
保
ち
得
れ
り
。
加

之

其

他諸
般
の
準
備 

何

れ

も

迅

速

に

行

は

れ

て

倩

用11
織

の

完

備

を

示

せ

b

第
十
卷

且1

九

〗

四
年
の
初
以
來
.
»逸
は
外
國
證
#
を
»
宵
市 

拔

に

复

放

ち

つ

、

ぁ

り

て

、

開
戰
當
時
( I

於
て
も

j

七

^
 

資
金
豐
富
な
る

に

ヽ

is
に

和
蘭
、
ス
ヵ
ン
チ
ナ
グ

4
ァ 

諸
國
等
に
對
し
て
は
金
の
現
送
を
怠
ら
ざ
り
し
か

ば
、 

當

初
獅
貨
相
場
は
比

較

的高
位
を
保
ち
、
米
獅
爲
#

の 

勿
き
平
俱
四
媽
克
に
'#
九
五
® ニ

八
仙
な
•る

も
の
一
乍 

年
八
月
末
に
は
九
六
ズ
仙
に
騰
貴
し
.
九
月
末
稍
低
落 

せ
し
も
猶
ほ
九
四
%
仙
を
承
し
平
®
に

近
か
り

.
き
。

然
る
に
十j

月
に
入
り
て
以

來

急激
に
低
落
し
、
十 

1
J

月
初
句I

時
囘
復
し
て
米
顧
相
場
九
一一

ズ
仙
を
唱
へ 

た
り
し
も
這
は
眞.
に
1

峙
の
現
象
れ
る
に
止
ま
り
、
‘大 

勢
は
益

々
低
落
步
調
を
速
め
同
年
十
二
月
末
に
は
八
^
 

X

仙
を
示
し
即
ち
t
七
分
五
厘
の
低
落
な
り
。
某
後
昨
年 

一
月
中
は
僅
に
八
七
仙
臺
を
保
ち
た
り
し
が
、
二
月
に 

入
&
て
は
觅
に
暴
落
を
演
じ
遂
に
八
ニ
ズ
仙
ど
い
ふ
一 

割
一
ニ
分
餘
の.
割
引
相
場
を
示
し
た
6

。
和
蘭
瑞
西
等
に 

對
す
る
相
場
も
同
欉
漸
次
低
落
し
て
昨
年
二
月
末
に
は

今

昨

年

i I

何
れ
も1

割
二
三
分
の
割
引
に
在
b
た
り
o 
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